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○鶴居村輝く住ま居る支援金交付要綱 

平成28年６月21日訓令第13号 

改正 

令和２年５月25日訓令第23号 

令和４年４月１日訓令第11号 

令和５年４月１日訓令第11号 

鶴居村輝く住ま居る支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 村内における輝く未来に向けた移住及び定住の促進と笑顔あふれる安心で活力に満ち

た住み良い村づくりを推進するため、鶴居村に定住を希望する者に対し、村内において一戸

建住宅を新築するなど住まいの確保に要する経費について、この要綱の定めるところにより

支援金を交付する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 定住 永住を前提として鶴居村の住民基本台帳に記録され、かつ、その生活根拠が専

ら村内にあることをいう。 

(２) 新築住宅 新たに建設され、使用される前の住宅であって、住宅の品質確保の促進等

に関する法律（平成11年法律第81号）第２条第１項及び第２項に該当する住宅。ただし、

併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が２分の１以上とする。 

(３) 中古住宅 前号に規定する新築住宅以外の住宅。 

(４) 修繕 台所、浴室、便所、洗面所等の生活するために必要な改修及びこれらに附属す

る住宅設備品の設置。内装、屋根、外壁等の生活を営むための最低限の改修。家財家具等

の運搬及び廃棄をいう。 

（支援対象者等） 

第３条 支援金の交付を受けることができる者（以下「支援対象者」という。）は、次の各号

に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。 

(１) 村内において自己が所有する土地に建設された新築住宅であること、又は村内に所在

する中古住宅であること。 

(２) 新築住宅又は中古住宅が自己の定住用住宅であり、現にその住宅に居住していること。 

(３) 前号の住宅の所在場所を住所として鶴居村の住民基本台帳に記録されていること。 

(４) 10年以上自らの居住の用に使用することを確約できること。 

(５) 新築住宅の場合は、床面積が60平方メートル以上であること。ただし、二世帯住宅の

場合は、床面積が110平方メートル以上であること。 

(６) 新築住宅の場合は、建築基準法（昭和25年法律第201号）、その他建築物に関連する

法令等を遵守したものであること。 

(７) 鶴居村景観計画で定める、景観形成基準に適合した建物であること。 

(８) 村税の滞納その他村に対する債務の不履行がないこと。 

(９) 支援金の交付を受けようとする者又はその者と同居し、若しくは同居しようとする者

（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。

以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 
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(10) 支援対象者が取得した中古住宅の前所有者が、第10条第１項の規定に基づく支援金の

返還命令により、当該支援金を返還していること。 

（支援金対象の除外） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、支援対象者から除

く。 

(１) 中古住宅を３親等以内の親族から購入した者 

(２) この要綱の規定による支援金の交付を既に受けている者 

（交付申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者は、第３条第１項第１号から第３号に規定する要件

を満たした後に鶴居村輝く住ま居る支援金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる関係書類

を添付し、村長に提出しなければならない。 

(１) 住民基本台帳情報及び村税等納付状況確認同意書（様式第２号） 

(２) 誓約書（様式第２号） 

(３) 新築住宅の場合は、建築確認申請書の確認済証及び検査済証の写し（ただし、建築確

認申請が不要の場合は床面積を確認できる平面図等の写し） 

(４) 中古住宅を購入した場合は、売買契約書の写し及び購入代金の支払を確認できる書類

（ただし、修繕を伴う場合は事業に要した工事等の代金請求書又は領収書の写し） 

(５) その他村長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する交付申請は、新築住宅、又は中古住宅の所在場所を住所として鶴居村の住

民基本台帳に記録し、生活を開始した時から１年以内に行わなければならない。 

（交付決定） 

第６条 村長は、前条第１項の交付申請書の内容を審査し、支援金の交付を適当と認めたとき

は、その旨を鶴居村輝く住ま居る支援金交付決定書（様式第３号）により申請者に通知する

ものとする。 

２ 村長は、支援金の交付を不適当と認めたときは、その旨を鶴居村輝く住ま居る支援金不交

付決定書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

３ 村長は、支援金の交付の目的を達成するために必要と認めるとき、その限度において、支

援金の交付の決定（以下「交付決定」という。）に条件を付すことができる。 

（支援金の額） 

第７条 支援金の交付は、予算の範囲内で行い、支援金の額は次のとおりとする。 

２ 新築住宅の場合 100万円 

３ 中古住宅を購入した場合 

(１) 購入及び修繕に要した費用の合計金額に100分の30を乗じて得た額（その額に１万円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額） 

(２) 80万円を限度とする。 

４ 第５条の規定により交付申請をした時点で支援対象者が45歳以下であり、かつ、婚姻関係

にある世帯員と同居する場合は、次の各号に規定する額を加算する。 

(１) 新築住宅の場合 50万円 

(２) 中古住宅を購入した場合 30万円 

（支援金の請求） 

第８条 第６条の規定により交付決定を受け、支援金の交付を受けようとする支援対象者は、

鶴居村輝く住ま居る支援金交付請求書（様式第５号）を村長に提出しなければならない。 
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（交付決定の取消し） 

第９条 村長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該支援対象

者に対し、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(２) 虚偽の申請その他不正の手段により交付決定を受け、又は支援金の交付を受けたとき。 

(３) 第３条に規定する要件を満たさなくなったとき。ただし、村長が特別の事情があると

認めるときは、この限りではない。 

（支援金の返還） 

第10条 村長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該

取り消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、別表に定めるところによ

り期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認

めたときは、この限りではない。 

２ 前項の支援金の返還命令は、鶴居村輝く住ま居る支援金返還命令書（様式第６号）により

行うものとする。 

（補則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成28年６月21日から施行する。 

（適用対象） 

２ この訓令は、平成28年４月１日から平成38年３月31日までの間に一戸建住宅を新築し、又

は空き家を購入する者について適用する。 

附 則（令和２年５月25日訓令第23号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和２年５月25日から施行し、改正後の第７条第３項第２号及び第４項第２

号の規定を除き、令和２年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の鶴居村輝く住ま居る支援金交付要綱の規定は、令和２年４月１日以降の新築及び

中古住宅購入に適用するものとし、同日前の新築及び中古住宅購入に係るものについては、

なお従前の例による。 

附 則（令和４年４月１日訓令第11号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年４月１日訓令第11号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第10条関係） 

交付日からの経過年数 
返還を求める金額 

一戸建住宅を新築した場合 中古住宅を購入した場合 

２年未満 １年未満 交付額の100％ 

２年以上４年未満 １年以上２年未満 交付額の80％ 
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４年以上６年未満 ２年以上３年未満 交付額の60％ 

６年以上８年未満 ３年以上４年未満 交付額の40％ 

８年以上10年未満 ４年以上５年未満 交付額の20％ 
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様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 

 



9/11 

様式第５号（第６条関係） 
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様式第６号（第８条関係） 
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様式第７号（第10条関係） 

 


